
○日進市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

平成28年7月6日 

条例第27号 

改正 平成30年3月26日条例第17号 

(目的) 

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条

の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途

に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するこ

とを目的とする。 

(用語の定義) 

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法及び

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。 

(適用区域) 

第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている別表第1に掲げ

る区域(以下「対象区域」という。)に適用する。 

(建築物の用途の制限) 

第4条 対象区域においては、それぞれ別表第2左欄の計画地区(対象区域に係る地区整

備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表右欄の用途

の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(建築物の容積率の最高限度) 

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延

べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、それぞれ別表

第2左欄の計画地区の区分に応じ同表右欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を

超えてはならない。 

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に

規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。 

(建築物の敷地面積の最低限度) 

第6条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第2左欄の計画地区の区分に応じ、同表右

欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。 

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同



項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その

全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に

違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地 

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面

積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地

で同項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこ

ととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用

しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積

の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することと

なった土地 

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

(壁面の位置の制限) 

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(地階が設けられている場合の地階部分

を除く。以下「外壁面等」という。)から敷地境界線までの距離は、それぞれ別表第

2左欄の計画地区の区分に応じ同表右欄の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に適

合するものでなければならない。 

2 前項の規定は、市長が敷地の形態上又は建築物の構造、設備若しくは用途上やむを

得ず、かつ、安全上、防火上又は衛生上支障がないと認めて許可したものについて

は、適用しない。 

(建築物の高さの最高限度) 



第8条 建築物の高さは、それぞれ別表第2左欄の計画地区の区分に応じ同表右欄の高

さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。 

(垣又はさくの構造の制限) 

第9条 垣又はさくの構造は、それぞれ別表第2左欄の計画地区の区分に応じ同表右欄

の垣又はさくの構造の制限の項に掲げるものでなければならない。 

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合等の措置) 

第10条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第4条及び第6条第1項

の規定の適用については、当該敷地の過半が当該対象区域に属するときは当該建築

物又は当該敷地の全部についてこれらの規定を適用し、当該敷地の過半が当該対象

区域に属さないときには、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定

を適用しない。 

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条及び第6条第1項の規

定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、当該敷地の過半の

属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。 

(既存の建築物に対する制限の緩和) 

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次

に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及

び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。 

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受け

ない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規

定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始

期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、

増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対し

てそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第5条第1

項の規定に適合すること。 

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこ

と。 

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計

は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。 

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量



による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時

におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。 

(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わな

いこと。 

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法

第86条の7第1項の規定により政令第137条の8で定める範囲内において増築又は改築

をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第

1項の規定は、適用しない。この場合において、政令第137条の8第2号の規定につい

ては、同号中「基準時」とあるのは、「基準時(法第3条第2項の規定により日進市地

区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「条例」という。)第5条第

1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条

例第5条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含

む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)」と読み替えて適

用するものとする。 

3 法第3条第2項の規定により第7条第1項又は第8条の規定の適用を受けない部分を有

する建築物について、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第4号の規

定にかかわらず、当該部分のうち当該増築又は改築をする部分以外の部分に対して

は、第7条第1項又は第8条の規定は、適用しない。 

4 法第3条第2項の規定により第4条、第5条第1項、第7条第1項又は第8条の規定の適用

を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において

は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条、第5条第1項、第7条

第1項又は第8条の規定は、適用しない。ただし、用途の変更を伴う大規模の修繕又

は大規模の模様替をする場合における第4条の規定の適用については、この限りでな

い。 

(公益上必要な建築物の特例) 

第12条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物及びその敷地で用途上

又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内にお

いて、当該規定は、適用しない。 

(委任) 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 



(罰則) 

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積が減少したことにより、第6条第1

項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占

有者 

(3) 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条又は第9条の規定に違反した場合

(前号の規定に該当する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書に記

載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の

部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料

又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特

殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全

部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該

建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、

又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築

材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建

築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該

建築物の工事施工者) 

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建

築物の所有者、管理者又は占有者 

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意による

ものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して

同項の罰金刑を科する。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。 

(名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画に係る建築物の制限に関する条例等の廃



止) 

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。 

(1) 名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平

成11年日進市条例第4号) 

(2) 名古屋都市計画日生東山園地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成12

年日進市条例第10号) 

(3) 名古屋都市計画米野木駅前地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成16

年日進市条例第19号) 

(4) 名古屋都市計画日進笠寺山地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成20

年日進市条例第38号) 

(5) 名古屋都市計画赤池箕ノ手地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成24

年日進市条例第26号) 

(経過措置) 

3 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

4 この条例の施行前に、旧条例の対象区域においてした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

附 則(平成30年3月26日条例第17号) 

この条例は、平成30年4月1日から施行する。 

別表第1(第3条関係) 

名称 区域 

日進竹の山南部地区

整備計画区域 

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告

示された名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められている区域 

日生東山園地区整備

計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画

日生東山園地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められてい

る区域 

米野木駅前地区整備

計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画

米野木駅前地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められてい

る区域 



日進笠寺山地区整備

計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画

日進笠寺山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められてい

る区域 

赤池箕ノ手地区整備

計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画

赤池箕ノ手地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められてい

る区域 

芦廻間地区整備計画

区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画

芦廻間地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区

域 

別表第2(第4条―第9条関係) 

対象区

域 

制限 

名

称 

計

画

地

区 

日

進

竹

の

山

南

部

地

区

整

備

計

画

区

A地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 公衆浴場 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

B―

1地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 公衆浴場 

壁面の位 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上



域 置の制限 であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

15m(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類

する建築物(以下「塔屋等」という。)の屋上部分の水平投影面積

の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、

その部分の高さは5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。) 

B―

2地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 住宅 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 共同住宅又は下宿 

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

5 公衆浴場 

6 病院 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

C地 用途の制 次に掲げる建築物 



区 限 1 公衆浴場 

2 ホテル又は旅館 

3 自動車教習所 

4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

20m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築

面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、

当該建築物の高さに算入しない。) 

D地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 公衆浴場 

2 ホテル又は旅館 

3 自動車教習所 

4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 



E地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 住宅 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

5 公衆浴場 

6 病院 

7 ホテル又は旅館 

8 自動車教習所 

9 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

敷地面積

の最低限

度 

1,000m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

F地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 公衆浴場 

2 ホテル又は旅館 

3 自動車教習所 

4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 



壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

日

生

東

山

園

地

区

整

備

計

画

区

域 

A地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

1 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 図書館、公民館その他これらに類するもの 

4 診療所 

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4

第1号及び第3号から第5号までで定める公益上必要な建築物 

6 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるもの

を除く。) 

容積率の

最高限度 

100% 

敷地面積

の最低限

度 

180m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上で

あること。ただし、建築物の敷地面積が180m2未満の場合は、それ

らの距離を0.5m以上とすることができる。また、間口(建築物の敷

地の各部分において、前面道路に平行な線が敷地境界線と交わる2

点間の水平距離)又は奥行き(建築物の敷地の各部分において、前

面道路に垂直な線が敷地境界線と交わる2点間の水平距離)が



11.5mに満たない距離を有する敷地では、当該11.5mに満たない部

分のそれらの距離を0.5m以上とすることができる。また、それら

の距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次

の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

9mとし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該部分から前

面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距

離に1.5分の1を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 

B地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

1 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 図書館、公民館その他これらに類するもの 

4 診療所 

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4

第1号及び第3号から第5号までで定める公益上必要な建築物 

6 病院 

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政

令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面

積の合計が500m2以内のもの 

8 事務所のうちその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以

内のもの 

9 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の7の2第3号に定

めるものに限る。) 

容積率の

最高限度 

200% 



敷地面積

の最低限

度 

180m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上で

あること。ただし、建築物の敷地面積が180m2未満の場合は、それ

らの距離を0.5m以上とすることができる。また、間口(建築物の敷

地の各部分において、前面道路に平行な線が敷地境界線と交わる2

点間の水平距離)又は奥行き(建築物の敷地の各部分において、前

面道路に垂直な線が敷地境界線と交わる2点間の水平距離)が

11.5mに満たない距離を有する敷地では、当該11.5mに満たない部

分のそれらの距離を0.5m以上とすることができる。また、それら

の距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次

の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

9mとし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該部分から前

面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距

離に1.5分の1を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 

C地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

1 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 図書館、公民館その他これらに類するもの 

4 診療所 

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4

第1号及び第3号から第5号までで定める公益上必要な建築物 

6 病院 



7 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

8 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政

令第130条の5の3で定めるもの 

9 事務所 

10 学校 

11 政令第130条の4第2号又は政令第130条の5の4で定める公益上

必要な建築物 

12 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

13 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

14 自動車車庫 

15 倉庫業を営む倉庫 

16 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2以内のもの 

17 次に掲げる事業を営む工場以外の工場で作業場の床面積の合

計が50m2以内のもの(原動機を使用するものにあっては、その出

力の合計が0.75kW以下のものに限る。) 

ア 法別表第2(と)項第3号(1)から(16)まで 

イ 法別表第2(ぬ)項第3号(1)から(20)まで 

ウ 法別表第2(る)項第1号(1)から(31)まで 

18 次に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物以外の危険

物の貯蔵又は処理に供する建築物 

ア 法別表第2(と)項第4号 

イ 法別表第2(ぬ)項第4号 

ウ 法別表第2(る)項第2号 

容積率の

最高限度 

200% 

敷地面積

の最低限

度 

180m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、建築物の敷地面積が180m2未満の場合は、道



路境界線までの距離に関し、当該規定を適用しない。また、それ

らの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が

次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

15m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建

築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまで

は、当該建築物の高さに算入しない。)とし、かつ、当該建築物の

各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに

7.5mを加えたもの以下とする。 

米

野

木

駅

前

地

区

整

備

計

画

区

域 

A―

1地

区 

A―

2地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所 

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

3 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

4 自動車教習所 

5 倉庫業を営む倉庫 

B地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 ホテル又は旅館 

2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所 

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

5 自動車教習所 

6 倉庫業を営む倉庫 

C―

1地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 ホテル又は旅館 

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 



3 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

4 自動車教習所 

高さの最

高限度 

20m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築

面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、

当該建築物の高さに算入しない。) 

C―

2地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 ホテル又は旅館 

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

3 政令第130条の7で定める規模の畜舎 

4 自動車教習所 

5 3階以上の部分を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供

するもの 

高さの最

高限度 

15m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築

面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、

当該建築物の高さに算入しない。) 

D地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

2 公衆浴場 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線までの距離(道路の隅切り部分を除

く。)は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。た

だし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築

物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

1 附属建築物である別棟の車庫、物置その他これらに類する用途

に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に

満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

E地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 



2 公衆浴場 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線までの距離(道路の隅切り部分を除

く。)は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。た

だし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築

物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

1 附属建築物である別棟の車庫、物置その他これらに類する用途

に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に

満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

日

進

笠

寺

山

地

区

整

備

計

画

区

域 

A地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

1 戸建て専用住宅又は2戸の長屋 

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第

130条の4で定める公益上必要な建築物 

3 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるもの

を除く。) 

容積率の

最高限度 

100% 

敷地面積

の最低限

度 

180m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上で

あること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であ

ること。 

2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の



合計が10m2以内であること。 

3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

10m 

垣又はさ

くの構造

の制限 

敷地内に設置する垣又はさくは、生垣又は高さ(敷地地盤面から

の高さをいう。)が1.5m以下(そでの長さが左右それぞれ2mまでの

門及び門に附属する塀にあっては、1.8m以下)のものであること。 

B地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

1 集会所、管理組合事務所又は地域し尿処理施設 

2 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを

除く。) 

容積率の

最高限度 

100% 

敷地面積

の最低限

度 

180m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上で

あること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であ

ること。 

2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

10m 



垣又はさ

くの構造

の制限 

敷地内に設置する垣又はさくは、生垣又は高さ(敷地地盤面から

の高さをいう。)が1.5m以下(そでの長さが左右それぞれ2mまでの

門及び門に附属する塀にあっては、1.8m以下)のものであること。 

赤

池

箕

ノ

手

地

区

整

備

計

画

区

域 

A地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 公衆浴場 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

B地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 ホテル又は旅館 

2 公衆浴場 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で

指定された道路接道部においては、道路境界線までの距離は1m以

上であること。また、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

C地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 ホテル又は旅館 



壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で

指定された道路接道部においては、道路境界線までの距離は1m以

上であること。また、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

D―

1地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 住宅 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

5 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

6 ホテル又は旅館 

7 自動車教習所 

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外

車券売場その他これらに類するもの 

9 倉庫業を営む倉庫 

10 政令第130条の7で定める規模の畜舎(ただし、ペットショッ

プ、動物病院その他これらに類するもので動物保管施設を除

く。) 

敷地面積

の最低限

度 

3,000m2 

壁面の位 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上



置の制限 であること。ただし、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で

指定された道路接道部においては、道路境界線までの距離は1m以

上であること。また、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

D―

2地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 自動車教習所 

2 倉庫業を営む倉庫 

3 政令第130条の7で定める規模の畜舎(ただし、ペットショップ、

動物病院その他これらに類するもので動物保管施設を除く。) 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上

であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

E地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 住宅 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、同一敷地内にある事業者

の勤務者用のものを除く。) 



4 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

5 ホテル又は旅館 

6 自動車教習所 

7 政令第130条の7で定める規模の畜舎(ただし、ペットショップ、

動物病院その他これらに類するもので動物保管施設を除く。) 

8 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの 

9 法別表第2(か)項に掲げるもの 

敷地面積

の最低限

度 

1,000m2 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上で

あること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の

合計が10m2以内であること。 

2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

芦

廻

間

地

区

整

備

計

画

区

域 

A地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 

3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、

図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。) 

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

6 公衆浴場 

7 診療所 

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4



で定める公益上必要な建築物 

9 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるもの

を除く。) 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただ

し、その距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部

分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であ

ること。 

2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、その距離の限度に満たない部分の床面積の合計

が10m2以内であること。 

3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

9m 

B地

区 

用途の制

限 

次に掲げる建築物 

1 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令第130条の3で定めるもの 

2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 

3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、

図書館その他これらに類するもの 

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

6 公衆浴場 

7 診療所 

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4

で定める公益上必要な建築物 

9 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政

令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面

積の合計が150m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供する



ものを除く。) 

10 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるも

のを除く。) 

壁面の位

置の制限 

外壁面等から隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただ

し、その距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部

分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であ

ること。 

2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m

以下で、かつ、その距離の限度に満たない部分の床面積の合計

が10m2以内であること。 

3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除

く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 

高さの最

高限度 

9m 

 


